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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

      （諸般の報告） 
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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和３

年第１回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１１番岡本美代子さん、１

２番上杉晃央さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１月８日、議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和３

年第１回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る１月８日、議会運営委員会を開催

しましたので、その内容と結果について報

告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、専決処分

の承認１件、議案１件、報告事項２件であ

ります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については本日１日限りといたしま

す。 

議員各位には、さきに質問をした議員と

の重複質問を避け、簡潔な発言に努め、慎

重なる審議に皆さんの御協力をお願いする

とともに、行政職員の皆さんには真摯な答

弁と対応を申し上げて、議会運営委員会委

員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局（遠國 求君） 諸般の報告を申

し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので、御了

承願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から、本臨時

会に提出しております案件について、概要

説明をしたいとの申し出がありますので、

発言を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和３年第１回美幌町議会臨時会が開
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催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、提出案件の概要について御説

明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１号令和２年度美幌町一般会計補

正予算（第１１号）については、ターミナ

ル物産センター北側外壁破損箇所修繕のた

め急を要したことから、専決処分をいたし

ましたので御承認を賜りたいのでありま

す。 

財産の処分について。 

議案第１号財産の処分については、美禽

３１５番地１ほか３筆の町有地、旧北見東

京電波工場跡地を、電気通信会社による衛

生通信アンテナ設置敷地として売払いをす

ることについて、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例

第３条の規定により、議決をいただきたい

のであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、提出案件の概要説明といた

します。 

以上、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 承認第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 承認第

１号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２ペ

ージになります。 

承認第１号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求める。 

議案書３ページを御覧願います。 

専決処分書。 

令和２年度美幌町一般会計補正予算（第

１１号）について、ターミナル物産センタ

ー北側の外壁破損箇所修繕のため急を要す

ることから専決処分を行ったものでござい

ます。 

専決年月日は、令和２年１２月２４日付

であります。 

補正予算の内容につきまして御説明いた

しますので、議案書５ページをお開き願い

ます。 

令和２年度美幌町一般会計補正予算（第

１１号）。 

令和２年度美幌町の一般会計補正予算

（第１１号）は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１１８万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７

５億９,６７６万１,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

１４、１５ページをお開き願います。 

７款商工費、１項、３目観光費、観光施

設維持管理事業費の増、修繕料１１８万３,

０００円につきましては、ＪＲ美幌駅に隣

接するターミナル物産センター北側の外壁

材の一部が剥がれ落ちそうになっており、

安全管理上、早急な対応が必要となりまし

たので、修繕に要する経費について予算計

上を行ったものでございます。 

ターミナル物産センターは、ＪＲ美幌駅

の改築に合わせ昭和６０年１２月に建築さ

れ、３５年を経過いたします。 

線路に面した北側は、人の出入りのない

場所でありますが、剥がれた外壁材が強風

により線路内に飛散するおそれもあること

から、早急な対応が必要と判断したところ

であります。 

修繕に当たっては、１２月２４日に剥が
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れた外壁材を撤去する緊急修繕を行うとと

もに、破損箇所を含め北側上部の外壁材の

全てを張りかえることとし、１月１１日に

修繕作業を完了しておりますので、御報告

をさせていただきます。 

次に、歳入について御説明をいたします

ので、議案書１２、１３ページにお戻りを

願います。 

２０款繰入金、１項、１目財政調整基金

繰入金１１８万３,０００円につきまして

は、今回の補正予算の財源といたしまして

基金からの繰入れを行うものであります。 

なお、議案参考資料の１ページ、資料１

に基金の年度末予定残高を掲載しておりま

すので、御確認をいただければと思いま

す。 

以上、承認第１号につきまして御説明を

いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第１号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

１号財産の処分についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書１６ペ

ージになります。 

議案第１号財産の処分について御説明を

申し上げます。 

財産の処分について。 

次のとおり土地を売却するものとする。 

本議案につきましては、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

売却しようとする土地の所在は、網走郡

美幌町字美禽３１５番１、３１５番３、３

１５番４、３１５番５、以上の４筆であり

ます。 

面積は、１万６,１９２.５６平方メート

ル。 

売却の方法は、随意契約。 

売却金額は、５,２３１万８,９８１円で

ございます。 

売却の相手方、アメリカ合衆国ルイジア

ナ州コヴィントン市ホリデースクウェアブ

ルバード１３５１、グローバルスター社、

法務顧問兼法務担当副社長、レスリー・バ

ービー・ポンダー４世であります。 

グローバルスター社は、衛星通信システ

ムの商用サービスを提供する米国企業であ

り、現在世界１２０か国で事業を展開され

ております。 

日本ではロシアと韓国にある地球局を使

用することで、平成２９年から衛生通信事

業を展開しておりますが、新たに日本国内

に衛星通信施設を整備する計画があり、そ

の適地として本町の町有地を取得したい旨

の申出があったものでございます。 

整備される施設は、直径６メートルのア

ンテナを格納した直径８メートルの球状の

衛星通信設備が３基、ほかに事務所兼サー

バー室１棟となります。 

設備は米国のオペレーションセンターに

おいて遠隔操作されますが、美幌町の事務

所にも職員２名が配置される予定とお聞き

をしております。 

運用開始する時期につきましては、本年

９月を予定されているとのことでありま

す。 
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なお、議案参考資料の２ページ、資料２

に財産の処分に係る位置図を添付しており

ますので、御確認をいただければと思いま

す。 

以上、議案第１号について御説明をいた

しました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第１号財産の処分につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 報告第

１号専決処分の報告について。 

お手元に配付しているとおり報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあ

れば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１号専決処分の報告につい

ては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 報告第

２号専決処分の報告について。 

お手元に配付しているとおり報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあ

れば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２号専決処分の報告につい

ては、これで終わります。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和３年第１回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１０時１５分 閉会   
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